
政
令
第
百
二
十
五
号

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
七

十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
三
十
八
条

第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
附
則
第
二
条
及
び
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
か
ら
⑵
」
を
「
（
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
組
合
（
ロ
、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る
組
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、

⑴
に
掲
げ
る
額
か
ら
⑵
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
）
か
ら
⑶
」
に
改
め
、
⑵
を
⑶
と
し
、
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。



⑵

当
該
組
合
の
被
保
険
者
で
あ
つ
て
組
合
特
定
被
保
険
者
（
法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
組
合

特
定
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
な
い
も
の
に
係
る
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
三
十
四
条
第
一
項
各
号
の

調
整
対
象
給
付
費
見
込
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す

る
額

第
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ
中
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
組
合
（
第

四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
号
ロ
⑵
中
「
（
法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
組
合
特
定
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

組
合
特
定
被
保
険
者
（
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
を
除
く
。
次
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

高
齢
者
医
療
確
保
法
第
三
十
四
条
第
一
項
各
号
の
調
整
対
象
給
付
費
見
込
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
定
し
た
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
係
る
部
分

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
組
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
割
合

イ

被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る
組
合
以
外
の
組
合

当
該
組
合
の
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
組
合
被
保
険
者
一

人
当
た
り
所
得
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合



ロ

被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る
組
合

零

第
五
条
第
五
項
第
二
号
中
「
部
分
」
の
下
に
「
並
び
に
組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
流
行
初
期
医
療
確
保
拠
出
金
の
納
付

に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
係
る
部
分
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
算
定
し
た
額
か
ら
ハ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
に
係
る
部

分
）
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
給
付
費
割
合
」
の
下
に
「
（
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
及
び
⑵

に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
に
対
す
る
同
号
イ
⑴
に
掲
げ
る
額
の
割
合
を
い
う
。
次
号
イ
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
三
分
の
二
に

相
当
す
る
割
合
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

た
額
に
、
次
の
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
組
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
⑴
及
び
⑵
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

⑴

被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る
組
合
以
外
の
組
合

イ
に
定
め
る
割
合

⑵

被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る
組
合

ロ
に
定
め
る
割
合

第
五
条
第
五
項
第
三
号
中
「
特
定
納
付
費
用
額
の
部
分
を
」
を
「
部
分
を
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
中
「
給
付
費
割
合
」
の

下
に
「
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
割
合
」
を
加
え
る
。



附
則
第
十
三
条
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
一
条
第
一
項

の
項
中
「
附
則
第
二
十
二
条
」
を
「
附
則
第
七
条
」
に
、
「
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金

等
（
同
号
に
お
い
て
」
を
「
並
び
に
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
、
後
期
高
齢
者
関
係
事
務
費

拠
出
金
及
び
出
産
育
児
関
係
事
務
費
拠
出
金
（
以
下
」
に
、
「
、
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金

等
（
同
号
に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金

等
（
同
号
に
お
い
て
」
を
「
、
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
、
後
期
高
齢
者
関
係
事
務
費
拠
出

金
及
び
出
産
育
児
関
係
事
務
費
拠
出
金
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規

定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金
等
（
以
下
」
に
改
め
、
同
表
第
五
条
第
一
項
の
項
、
第
五
条
第
三
項
の
項
及
び
第
五
条
第
四
項

の
項
中
「
附
則
第
二
十
二
条
」
を
「
附
則
第
七
条
」
に
改
め
、
同
表
第
五
条
第
四
項
第
二
号
イ
の
項
を
削
り
、
同
表
第
五
条

第
五
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条
第
五
項

第
七
十
三
条
第
二
項

附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
法
第
七
十
三
条
第
二
項

⑵
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
に
対
す
る
同
号

高
齢
者
医
療
確
保
法
附
則
第
十
三
条
の
規
定



イ
⑴

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
高
齢
者
医
療
確
保

法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
に
掲
げ

る
額
の
合
計
額
に
対
す
る
高
齢
者
医
療
確
保

法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑴

三

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
特
定

三

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
納

納
付
費
用
額
の
部
分
（
前
期
高
齢
者
交

付
費
用
額
の
部
分
（
前
期
高
齢
者
交
付
金

付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
イ
か
ら
ハ
ま

が
あ
る
場
合
に
は
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

で
に
掲
げ
る
特
定
納
付
費
用
額
の
部
分

げ
る
特
定
納
付
費
用
額
の
部
分
か
ら
ニ
に

か
ら
ニ
に
掲
げ
る
部
分
を
除
く
。
）

掲
げ
る
部
分
を
除
く
。
）

ホ
に
掲
げ
る

ホ
に
掲
げ
る
割
合

割
合

イ

組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
前
期

イ

組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
前
期
高

高
齢
者
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費

齢
者
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の

用
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と



め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
、
次
の
⑴

に
、
次
の
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
組
合

及
び
⑵
に
掲
げ
る
組
合
の
区
分
に
応

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
⑴
及
び
⑵
に

じ
、
当
該
⑴
及
び
⑵
に
定
め
る
割
合
を

定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
係

乗
じ
て
得
た
額
に
係
る
部
分

る
部
分

⑴

被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る
組

⑴

被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る

合
以
外
の
組
合

高
齢
者
医
療
確
保

組
合
以
外
の
組
合

一
か
ら
給
付

法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑴

費
割
合
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る

及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
附
則
第
十

割
合
を
控
除
し
た
割
合

三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

⑵

被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る

た
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
三
十
四
条

組
合

一
か
ら
付
録
第
一
の
式
に

第
一
項
第
一
号
イ
⑵
に
掲
げ
る
額
の

よ
り
算
定
し
た
割
合
を
控
除
し
た

合
計
額
に
対
す
る
高
齢
者
医
療
確
保

割
合

法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑵



ロ

組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
後
期

に
掲
げ
る
額
の
割
合

高
齢
者
支
援
金
の
納
付
に
要
す
る
費

⑵

被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る
組

用
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

合

付
録
第
二
の
式
に
よ
り
算
定
し

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に

た
割
合

係
る
部
分

ロ

組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高

ハ

組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
介
護

齢
者
支
援
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の

納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額

額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
係
る
部
分

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
係
る
部

ハ

組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
介
護
納

分

付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し

ニ

組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
前
期

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

高
齢
者
交
付
金
の
額
と
し
て
厚
生
労

よ
り
算
定
し
た
額
に
係
る
部
分

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

ニ

組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
前
期
高



定
し
た
額
に
、
次
の
⑴
及
び
⑵
に
掲

齢
者
交
付
金
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省

げ
る
組
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
⑴

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

及
び
⑵
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得

額
に
、
次
の
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
組
合

た
額
に
係
る
部
分

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
⑴
及
び
⑵
に
定

⑴

被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る

め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
係
る
部

組
合
以
外
の
組
合

イ
⑴
に
定
め

分

る
割
合

⑴

被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る
組

⑵

被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る

合
以
外
の
組
合

イ
⑴
に
定
め
る
割

組
合

イ
⑵
に
定
め
る
割
合

合

ホ

次
の
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
組
合
の

⑵

被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る
組

区
分
に
応
じ
、
当
該
⑴
及
び
⑵
に
定

合

イ
⑵
に
定
め
る
割
合

め
る
割
合

ホ

次
の
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
組
合
の
区

⑴

被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る

分
に
応
じ
、
当
該
⑴
及
び
⑵
に
定
め
る



組
合
以
外
の
組
合

当
該
組
合
の

割
合

別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
組
合

⑴

被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る
組

被
保
険
者
一
人
当
た
り
所
得
額
の

合
以
外
の
組
合

当
該
組
合
の
別
表

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
組
合
被
保
険

下
欄
に
掲
げ
る
割
合

者
一
人
当
た
り
所
得
額
の
区
分
に
応

⑵

被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

組
合

零

る
割
合

⑵

被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る
組

合

零

四

前
三
号
に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
部
分

当
該
組
合
の
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る

組
合
被
保
険
者
一
人
当
た
り
所
得
額
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲



げ
る
割
合

附
則
第
十
三
条
の
表
付
録
第
一
の
項
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
」
に
、

「
附
則
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
十
三
条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
「
（
退
職
被
保
険
者
等
所

属
都
道
府
県
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
の
表
第
二
条
第
一
項
の
項
中
「
附
則
第
二
十
二
条
」
を
「
附
則
第
七
条
」
に
改

め
、
同
表
第
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
項
中
「
附
則
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
十
四
条
」
に
改
め
、
同
表
第
九
条

第
二
項
第
一
号
ホ
の
項
中
「
第
九
条
第
二
項
第
一
号
ホ
」
を
「
第
九
条
第
二
項
第
一
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
表
第
九
条
第
二
項

第
二
号
イ
の
項
中
「
附
則
第
二
十
二
条
」
を
「
附
則
第
七
条
」
に
改
め
、
同
表
第
九
条
第
二
項
第
二
号
ヌ
の
項
中
「
第
九
条

第
二
項
第
二
号
ヌ
」
を
「
第
九
条
第
二
項
第
二
号
ル
」
に
、
「
附
則
第
二
十
二
条
」
を
「
附
則
第
七
条
」
に
改
め
、
同
表
第

十
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
項
、
第
十
条
第
二
項
第
二
号
ニ
の
項
、
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
項
、
第
十
一
条
第
二
項
第

二
号
ニ
の
項
、
第
二
十
条
第
二
号
の
項
及
び
第
二
十
条
第
六
号
の
項
中
「
附
則
第
二
十
二
条
」
を
「
附
則
第
七
条
」
に
改
め

る
。附

則
第
十
五
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（
経
過
的
組
合
員
を
組
合
員
と
す
る
組
合
に
対
す
る
補
助
金
の
特
例
）

第
十
五
条

令
和
六
年
度
及
び
令
和
七
年
度
に
お
い
て
、
経
過
的
組
合
員
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
附
則
第
七
条
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
で
あ
つ
て
組
合
特
定
被
保
険
者
で

あ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
組
合
員
と
す
る
組
合
に
つ
い
て
、
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
条
の

規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

附
則
第
十
三
条
の
規
定

に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金

並
び
に
附
則
第
十
五
条
に
規
定
す
る
経
過
的

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

組
合
員
（
以
下
「
経
過
的
組
合
員
」
と
い

た
第
五
条
第
一
項
第
一

う
。
）
で
あ
つ
て
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者

号
ロ
⑵

（
第
四
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
指
定
組
合

特
定
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
⑵
及
び

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
小
規
模
事
業

所
等
常
勤
経
過
的
組
合
員
（
同
号
ロ
に
規
定



す
る
小
規
模
事
業
所
等
常
勤
経
過
的
組
合
員

を
い
う
。
以
下
こ
の
⑵
及
び
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
で
な
い
も
の
及
び
経
過
的
世
帯
員

（
経
過
的
組
合
員
の
世
帯
に
属
す
る
当
該
組

合
の
組
合
特
定
被
保
険
者
で
あ
つ
て
経
過
的

組
合
員
で
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金

及
び

並
び
に

に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金

並
び
に
経
過
的
組
合
員
で
あ
つ
て
指
定
組
合

特
定
被
保
険
者
又
は
小
規
模
事
業
所
等
常
勤

経
過
的
組
合
員
で
な
い
も
の
及
び
経
過
的
世

帯
員
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金

に
係
る
介
護
納
付
金

並
び
に
経
過
的
組
合
員
で
あ
つ
て
指
定
組
合



特
定
被
保
険
者
又
は
小
規
模
事
業
所
等
常
勤

経
過
的
組
合
員
で
な
い
も
の
及
び
経
過
的
世

帯
員
に
係
る
介
護
納
付
金

に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金

並
び
に
経
過
的
組
合
員
で
あ
つ
て
指
定
組
合

特
定
被
保
険
者
又
は
小
規
模
事
業
所
等
常
勤

経
過
的
組
合
員
で
な
い
も
の
及
び
経
過
的
世

帯
員
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金

第
五
条
第
二
項

組
合
特
定
被
保
険
者

組
合
特
定
被
保
険
者
（
経
過
的
組
合
員
で
あ

つ
て
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
又
は
小
規
模

事
業
所
等
常
勤
経
過
的
組
合
員
で
な
い
も
の

及
び
経
過
的
世
帯
員
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
五
条
第
四
項
第
一
号

一

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
組
合
の
組

一

次
の
イ
に
掲
げ
る
者
（
経
過
的
世
帯
員



合
特
定
被
保
険
者
で
あ
つ
て
、
常
時
三

を
除
く
。
）
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
に
係
る

百
人
以
上
の
従
業
員
を
使
用
す
る
事
業

給
付
額
に
係
る
部
分

零

主
の
事
業
所
又
は
事
務
所
に
使
用
さ
れ

イ

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
組
合
（
以

る
も
の
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
指
定
組
合
」
と

法
律
第
七
十
号
）
第
三
条
第
一
項
第
八

い
う
。
）
の
組
合
特
定
被
保
険
者
で
あ

号
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
同
法

つ
て
、
常
時
三
百
人
以
上
の
従
業
員
を

の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
こ
と
に
よ
り

使
用
す
る
事
業
主
の
事
業
所
又
は
事
務

当
該
組
合
の
被
保
険
者
で
あ
る
も
の
に

所
に
使
用
さ
れ
る
も
の
（
健
康
保
険
法

限
る
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者

（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
三

（
次
号
及
び
次
項
第
一
号
に
お
い
て

条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
承
認

「
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
」
と
い

を
受
け
て
同
法
の
被
保
険
者
と
な
ら
な

う
。
）
に
係
る
特
定
給
付
額
に
係
る
部

い
こ
と
に
よ
り
当
該
指
定
組
合
の
被
保

分

零

険
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
そ



の
世
帯
に
属
す
る
者
（
ロ
、
次
号
及
び

次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
指
定
組
合
特

定
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）

ロ

指
定
組
合
の
経
過
的
組
合
員
で
あ
つ

て
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
で
な
い
も

の
の
う
ち
、
健
康
保
険
法
第
三
条
第
一

項
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け

て
同
法
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
こ
と

に
よ
り
当
該
指
定
組
合
の
組
合
員
で
あ

る
も
の
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
小

規
模
事
業
所
等
常
勤
経
過
的
組
合
員
」

と
い
う
。
）

附
則
第
十
三
条
の
規
定

指
定
組
合
特
定
被
保
険
者

指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
並
び
に
経
過
的
組



に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

合
員
（
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
を
除

た
第
五
条
第
四
項
第
二

く
。
）
及
び
経
過
的
世
帯
員
（
指
定
組
合
特

号

定
被
保
険
者
を
除
く
。
）

第
五
条
第
五
項
第
一
号

指
定
組
合
特
定
被
保
険
者

指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
（
経
過
的
世
帯
員

を
除
く
。
）
及
び
小
規
模
事
業
所
等
常
勤
経

過
的
組
合
員

附
則
第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
を
削
る
。

附
則
第
二
十
条
第
一
項
中
「
附
則
第
二
十
条
第
二
項
」
を
「
附
則
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
十
六
条

と
し
、
附
則
第
二
十
一
条
を
削
る
。

付
録
第
一
中
「
｛Ａ

×

（ｒ
－
１

）
｝÷

｛Ｃ
－

（Ａ
＋
Ｂ

）
｝
」
を
「
｛Ａ

×

（ｒ
－
１

）×

２
／
３

｝÷

｛Ｃ
－

［

（Ａ
＋
Ｂ

）
｝×

２
／
３
＋

｛Ｄ
－

（Ａ
＋
Ｂ

）
｝×

１
／
３

」
に
改
め
、
付
録
第
一
の
備
考
第
一
号
中
「
及
び
ｒ
」
を

］

「
Ｃ

高
齢
者
医

「
、
Ｄ
及
び
ｒ
」
に
、
「
Ｃ

高
齢
者
医
療
確
保
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑶
に
掲
げ
る
額
」
を

Ｄ

高
齢
者
医



療
確
保
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑶
に
掲
げ
る
額

に
改
め
、
同
備
考
第
二
号
中
「
が
Ｃ
の

療
確
保
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
概
算
報
酬
調
整
後
調
整
対
象
基
準
額
」

値
と
」
を
「
、
Ｃ
の
値
並
び
に
Ｄ
の
値
が
」
に
改
め
る
。

付
録
第
二
中
「
｛Ｄ

×

（ｓ

×

ｒ
－
１

）
｝÷

｛Ｃ
－

（Ａ
＋
Ｂ

）
｝
」
を
「
｛Ｅ

×

（ｓ

×

ｒ
－
１

）＋
Ａ

×

（ｒ
－

１

）×

１
／
３

｝÷

｛Ｃ
－

（Ａ
＋
Ｂ

）
｝×

２
／
３
＋

｛Ｄ
－

（Ａ
＋
Ｂ

）
｝×

１
／
３

」
に
改
め
、
付
録
第
二
の

［
］

備
考
第
一
号
中
「
、
ｒ
」
を
「
、
Ｅ
、
ｒ
」
に
、
「
Ｄ

高
齢
者
医
療
確
保
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
に
掲
げ
る

「
Ｄ

高
齢
者
医
療
確
保
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
概
算
報
酬
調
整
後
調
整
対
象
基
準
額

額
」
を

に
改
め
、
同

Ｅ

高
齢
者
医
療
確
保
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
に
掲
げ
る
額

」

備
考
第
二
号
中
「
が
Ｃ
の
値
と
」
を
「
、
Ｃ
の
値
並
び
に
Ｄ
の
値
が
」
に
改
め
る
。

（
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百

二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
六
中
「
百
分
の
五
・
九
八
」
を
「
百
分
の
六
・
〇
〇
」
に
改
め
る
。



第
一
条
の
七
中
「
百
分
の
八
・
二
五
」
を
「
百
分
の
十
一
・
一
〇
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
の
二
中
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
七
年
度
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
の
表
第
百
四
十
二
条
の
項
中
「
第
百
四
十
二
条
」
を
「
第
百
四
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
業
務
及
び
」
を

「
業
務
、
」
に
改
め
、
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
を
徴
収
す
る
業
務
」
の
下
に
「
及
び
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
保
険
者
か

ら
出
産
育
児
関
係
事
務
費
拠
出
金
を
徴
収
す
る
業
務
」
を
加
え
、
同
表
第
百
四
十
三
条
の
項
中
「
第
百
三
十
九
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
」
を
「
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
表
第
百
四
十
六
条
第
三
項
の
項
中
「
業
務
及
び
」
を
「
業
務
、
」
に
改
め
、
「
後
期

高
齢
者
交
付
金
を
交
付
す
る
業
務
」
の
下
に
「
及
び
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
保
険
者
に
対
し
出
産
育
児
交
付
金
を
交
付
す

る
業
務
」
を
加
え
、
同
表
第
百
四
十
八
条
の
項
中
「
及
び
後
期
高
齢
者
交
付
金
」
を
「
、
後
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
出
産
育

児
交
付
金
」
に
改
め
、
同
表
第
百
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
項
中
「
第
百
四
十
二
条
」
を
「
第
百
四
十
二
条
第
一
項
」
に

改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
の
表
第
百
四
十
二
条
の
項
中
「
第
百
四
十
二
条
」
を
「
第
百
四
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。



（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
中
「
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
「
前
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
」
を
削
り
、
「
「
法
」
を
「
「
並
び
に
法
」
に
、
「
「
同
法
」
を
「
「
、
同
法
」
に
、
「
、
法
」
を
「
並

び
に
法
」
に
、
「
「
日
雇
拠
出
金
」
を
「
「
及
び
日
雇
拠
出
金
」
に
、
「
病
床
転
換
支
援
金
等
、
日
雇
拠
出
金
」
を
「
、
病

床
転
換
支
援
金
等
及
び
日
雇
拠
出
金
」
に
改
め
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
条
の
三
第
一
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
十

九
条
第
一
項
第
一
号
の
項
中
「
附
則
第
二
十
二
条
」
を
「
附
則
第
七
条
」
に
改
め
、
同
表
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
項
中

「
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
を
「
並
び
に
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
後

期
高
齢
者
支
援
金
、
後
期
高
齢
者
関
係
事
務
費
拠
出
金
及
び
出
産
育
児
関
係
事
務
費
拠
出
金
」
に
、
「
、
高
齢
者
医
療
確
保

法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
及
び
」
を
「
、
高
齢
者
医
療
確



保
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
、
後
期
高
齢
者
関
係
事
務
費
拠
出
金
及
び
出
産
育
児
関
係
事
務
費
拠
出
金
（
以
下

「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
」
に
、
「
附
則
第
二
十
二
条
」
を
「
附
則
第
七
条
」
に
改
め
、
同
表
第
十

九
条
第
二
項
第
一
号
の
項
中
「
附
則
第
二
十
二
条
」
を
「
附
則
第
七
条
」
に
改
め
、
同
表
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
項
中

「
附
則
第
二
十
二
条
」
を
「
附
則
第
七
条
」
に
、
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
並
び
に
」
を
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
、
」
に
、

「
病
床
転
換
支
援
金
並
び
に
」
を
「
病
床
転
換
支
援
金
、
」
に
改
め
、
同
表
第
十
九
条
第
三
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

第
十
九
条
第
三
項

後
期
高
齢
者
支
援
金
、
後
期
高
齢
者
関
係

病
床
転
換
支
援
金
等
（
以
下
「
病
床
転
換
支

事
務
費
拠
出
金
及
び
出
産
育
児
関
係
事
務

援
金
等
」
と
い
う
。
）

費
拠
出
金
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金

等
」
と
い
う
。
）

及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る
の

及
び
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
あ
る
の
は

は
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
日
雇

「
、
病
床
転
換
支
援
金
等
及
び
日
雇
拠
出
金

拠
出
金



附
則
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
第
二
十
条
第
三
項
の
項
及
び
第
二
十
九
条
の
八
の
項
中
「
附
則
第
二
十
二
条
」
を
「
附
則

第
七
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
附
則
第
九
条

第
二
項
」
を
「
附
則
第
六
条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
「
（
退
職
被
保
険
者
等
所
属

市
町
村
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
の
表
中
「
附
則
第
二
十
二
条
」
を
「
附
則
第
七
条
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

令
和
六
年
度
に
お
い
て
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
第
五

条
第
五
項
（
同
令
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お

千
分
の
百
六
十
四

千
分
の
百
四
十
七

千
分
の
百
六
十
一

千
分
の
百
四
十
六



千
分
の
百
五
十
七

千
分
の
百
四
十
四

千
分
の
百
五
十
四

千
分
の
百
四
十
二

千
分
の
百
五
十

千
分
の
百
四
十

い
て
は
、
同
令
別
表
第
二
中

千
分
の
百
四
十
七

と
あ
る
の
は
、

千
分
の
百
三
十
九

千
分
の
百
十
五

千
分
の
百
二
十
三

千
分
の
八
十
四

千
分
の
百
七

千
分
の
五
十
五

千
分
の
九
十
三

千
分
の
二
十
七

千
分
の
七
十
九

零

千
分
の
六
十
五



と
す
る
。


